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一
国
資
本
主
義
の
構
造
的
特
質
は
、
産
業
資
本
の
確
立
過
程
の
規
定
の
う
ち
に
、
最
も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
日
本
造
船
業
は
こ

の
過
程
に
あ
っ
て
、
終
始
諸
他
の
機
械
工
業
部
門
に
対
し
先
導
的
役
割
を
果
し
、
基
幹
産
業
の
構
成
の
中
で
中
枢
的
地
位
を
し
め
て
き

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
産
業
資
本
の
確
立
過
程
に
お
け
る
斯
業
の
か
か
る
役
割
と
地
位
を
、
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
、
確
立
期
の
産
業

資
本
を
規
定
す
る
際
の
、
さ
ら
に
は
日
本
資
本
主
義
の
産
業
構
造
を
明
確
に
す
る
際
の
、
極
め
て
重
要
な
一
環
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
如
く
造
船
業
は
綜
合
工
業
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
船
舶
の
建
造
が
鉄
鋼
業
、

の
製
品
を
素
材
と
し
て
は
じ
め
て
技
術
的
に
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
斯
業
の
確
立
は
当
該
国
の
資
本
主
義
が
既
に
一

定
の
発
展
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
一
般
的
に
は
、
既
に
産
業
資
本
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
標
的
に
表
示
す
る

(

1

)

 

と
い
う
意
義
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
産
業
資
本
の
確
立
過
程
は
同
時
に
、
斯
業
が
純
軍
事
機
構
そ
の
も
の
と
し

て
の
、
な
い
し
準
軍
事
機
構
と
し
て
海
軍
工
廠
の
補
充
的
な
外
業
部
門
と
し
て
の
地
位
と
、

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

の

史

的

分

析

一五

一
般
機
械
製
作
部
門
兼
営
に
よ
る
一
般
機

一
般
機
械
工
業
等
の
各
主
要
産
業
部
門

後

和

典
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日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

械
工
業
に
対
す
る
代
位
・
補
充
的
関
係
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
日
本
資
本
主
義
の
対
外
的
発
展
の
槙
杵
を
な
し
た
日
本
海
運
の
主
要

C
2
)
 

生
産
手
段

Il船
舶
の
国
内
自
足
完
了
へ
の
迫
進
を
示
す
過
程
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
従
っ
て
斯
業
の
確
立
と
そ
の
構
造
が
、
そ
れ
と
期
を

一
に
し
て
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
軍
事
的
・
顛
倒
的
日
本
資
本
主
義
の
産
業
構
造
の
特
質
を
指
標
的
に
表
現
す
る
と
い
う
特
殊
な
意

義
を
附
与
さ
れ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
産
業
資
本
確
立
過
程
に
お
け
る
斯
業
の
地
位
と
役
割
に
対
す
る
検
討
は
、

日
本
資
本
主
義
の
産
業

構
造
の
特
質
究
明
に
と
つ
て
、
単
に
重
要
で
あ
る
ば
か
り
か
、
不
可
欠
の
意
義
を
も
っ
と
考
え
る
。
の
み
な
ら
ず
そ
れ
は
、
斯
業
の
特

質
と
、
そ
の
後
の
発
展
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、
斯
業
そ
の
も
の
の
究
明
に
と
つ
て
も
至
大
の
意
義
を
も
つ
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。

思
う
に
、

斯
業
が
原
材
料
基
盤
の
制
約
の
た
め
に
不
断
に
そ
の
脆
弱
性
を
露
呈
し
、

ま
た
一
般
機
械
製
作
兼
営
の
、

ろ
ず
や
式
経
営
」
と
、
そ
れ
に
よ
る
船
価
の
割
高
を
結
果
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
徹
底
し
た
国
家
の
保
護
政
策
と
軍
艦
発
註
の
体
系
に
依

存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弥
縫
・
相
殺
さ
れ
て
ゆ
く
一
連
の
過
程
は
、
斯
業
の
特
殊
な
地
位
と
役
割
に
表
現
さ
れ
た
斯
業
の
顛
倒
的
発
展

C

3

)

 

が
内
在
し
た
と
こ
ろ
の
矛
盾
の
展
開
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

と
ま
れ
斯
業
は
産
業
資
本
確
立
過
程
を
一
般
機
械
製
作
兼
営
と
い
う
形
態
で
主
導
し
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
国
家
の
保
護
政
策
を
槙

杵
と
し
て
、
従
来
輸
入
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
た
日
本
海
運
に
安
価
な
船
舶
を
供
給
す
る
と
と
も
に
、
海
軍
の
軍
艦
を
補
給
す
る
と

い
う
機
構
的
意
義
を
定
着
せ
し
め
ら
れ
、
か
く
て
海
運
及
び
海
軍
の
消
長
と
唇
歯
補
車
の
関
係
を
と
り
結
び
、
以
後
の
発
展
の
条
件
と

方
向
を
規
定
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

凡
そ
以
上
の
観
点
に
た
つ
て
、
こ
の
小
論
で
は
考
察
の
重
点
を
産
業
資
本
確
立
期
の
斯
業
の
分
析
に
お
く
が
、
な
お
そ
れ
に
い
た
る

先
行
的
段
階
を
も
併
せ
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
産
業
資
本
確
立
過
程
に
お
け
る
斯
業
の
役
割
を
、
そ
の
歴
史
的
必
然
性
に
お
い
て

解
明
す
る
一
助
と
し
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
分
析
視
角
と
、
と
り
あ
っ
か
う
時
期
に
お
い
て
、
本
稿

六

い
わ
ゆ
る

「ょ
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t
ー
U

自
ら
経
済
的
基
礎
を
異
常
に
強
く
も
つ
必
要
が
あ
っ
た
。

七

―
二
年
民
間
へ
貸
渡
さ
れ
、
横
浜
石
川
口
製
鉄
所

か
く
て
政
府
は
草
創
の
混
乱
の
う
ち

第

一

造

船

業

の

創

出

過

程

ほ
七
0
周
年
記
念
論
文
集
所
載
拙
稿
の
続
編
と
し
て
、
小
論
の
序
説
的
部
分
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

註

(
1
)
小
林
良

IE
「
日
本
産
業
の
構
成
」
、
二
三
九
ー
四
0
頁。

(
2
)

（

3
)
続
稿
に
お
い
て
論
証
す
る
。

過
程
•
生
産
設
備
。
明
治
初
期
絶
対
主
義
が
帝
国
主
義
的
外
圧
に
抗
し
て
自
ら
の
独
立
を
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
軍
備
の

充
実
に
一
切
の
努
力
を
傾
注
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
本
来
、
絶
対
主
義
は
封
建
階
級
と
ブ
ル

(

1

)

C

2

)

 

ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
勢
力
掏
街
に
お
い
て
成
立
す
る
が
、
正
常
な
成
立
の
基
礎
を
欠
如
し
た
明
治
初
期
絶
対
主
義
は
、
自
身
の
依
拠
す
る
階

級
の
弱
さ
を
補
完
す
る
た
め
に
も
、

に
、
ま
ず
旧
幕
藩
経
営
の
造
船
工
場
を
官
没
・
継
承
し
、

(

3

)

 

(
g
e
w
a
l
t
s
a
m
)
に
再
編
成
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
初
年
（
元
年
ー
一
七
年
頃
）
は
ま
さ
に
か
か
る
新
し
い
軍
事
機
構
II艦
船
建
造
機
構
そ

日
本
造
紬
業
R
史
的
分
析
（
越
後
）

こ
れ
を
外
国
技
術
導
入
の
礎
石
の
う
え
に
近
代
的
大
工
場
と
し
て
強
力
的

の
も
の
の
創
出
期
で
あ
る
と
称
し
う
る
。
政
府
の
接
収
し
た
造
船
所
を
掲
げ
、
そ
の
推
移
を
考
察
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

イ
、
幕
営
石
川
島
造
船
所
。
元
年
駅
逓
局
に
引
き
継
が
れ
、
四
年
兵
部
省
所
管
の
も
と
に
造
船
局
製
造
所
と
な
り
、
主
船
寮
を
経
て
五

年
海
軍
省
管
轄
と
な
っ
た
が
、
九
年
機
械
類
を
築
地
兵
器
局
に
移
し
消
滅
。
同
年
民
営
石
川
島
造
船
所
と
し
て
更
生
し
た
。

(

5

)

 

ロ
、
幕
営
横
須
賀
製
鉄
所
。
元
年
神
奈
川
府
裁
判
所
管
轄
と
な
り
、
五
年
海
軍
省
所
属
横
須
賀
海
軍
工
廠
と
な
っ
た
。
な
お
幕
営
浦
賀

C

6

)

 

造
船
所
は
維
新
と
と
も
に
閉
鎖
さ
れ
、
後
に
浦
賀
船
渠
会
社
と
し
て
更
生
し
た
。

ハ
、
幕
営
横
浜
製
鉄
所
。
元
年
神
奈
川
裁
判
所
所
管
、
後
に
大
蔵
省
管
轄
と
な
り
、
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B
 

A 
二
、
幕
営
長
崎
製
鉄
所
。
元
年
長
崎
府
裁
判
所
管
轄
、
四
年
エ
部
省
所
管
長
崎
造
船
所
と
な
り
、
五
年
長
崎
製
作
所
と
改
称
さ
れ
、

七
年
岩
崎
弥
太
郎
に
貸
与
、
後
に
払
下
げ
ら
れ
三
菱
長
崎
造
船
所
と
な
っ
た
。
な
お
そ
の
備
付
機
械
は
大
阪
砲
兵
工
廠
の
基
礎
と
な

(

8

)

 

っ
た
。

一
六
年
兵
庫
造
船
局
と
な
り
、

(

9

)

 

年
農
商
務
省
工
作
局
所
管
兵
庫
造
船
所
を
経
て
、
．
一
九
年
川
崎
正
蔵
に
払
下
げ
ら
れ
、
川
崎
造
船
所
と
な
っ
た
。

以
上
の
如
く
、
維
新
政
府
は
幕
営
造
船
所
を
官
没
し
、

「
百
工
勧
奨
」
を
職
分
と
す
る
エ
部
省
基
調
の
諸
官
庁
に
お
い
て
、
そ
の
育

成
を
掌
っ
た
後
、
横
須
賀
造
船
所
を
除
く
の
外
は
、
応
当
的
な
政
商
に
払
下
げ
、
も
つ
て
巨
大
財
閥
創
出
の
槙
粁
た
ら
し
め
た
。
こ
こ

に
造
船
所
は
純
軍
事
機
構
1
1
海
軍
工
廠
と
、
準
軍
事
機
構
1
1
民
間
大
造
船
所
の
二
つ
に
分
解
を
完
了
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
章
で
は

ま
ず
払
下
げ
以
前
の
官
営
造
船
所
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
育
成
の
過
程
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

純
軍
事
機
構
1
1
横
須
賀
海
軍
工
廠
。
工
事
未
竣
工
の
ま
ま
官
没
さ
れ
た
同
所
で
は
、
政
府
に
よ
っ
て
工
事
が
継
続
さ
れ
、
修
船

台
、
鋸
鉤
工
場
、
錬
鉄
工
場
、

二
、
第
三
船
渠
を
完
成
、

渠
の
再
興
を
開
始
、

製
罐
工
場
、

鋳
造
工
場
、

-
0年
兵
庫
工
作
分
局
、

第
一
船
渠
を
竣
工
、

四
年
に
は
一
応
の
予
定
工
事
を
完
了
し
た
。
四
年
一

0
月
現
在
機
械
類
―
一
六
箇
、
汽
カ
一
八

0
馬
力
、
熔
鉱
そ
の
他
鋳
錬
用
炉
竃
五

0
筒
を
備
え
た
。
な
お
ひ
き
続
き
一
七
年
ま
で
に
第

―
ニ
ト
ン
・
・
ス
チ
ー
ム
・
ハ
ン
マ
ー
三
台
、

(
1
0
)
 

を
新
設
す
る
等
、
逐
次
そ
の
内
容
の
整
備
が
お
し
す
す
め
ら
れ
た
。

準
軍
事
機
構
ー
官
営
造
船
所
。

日
本
造
競
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

(

7

)

 

と
な
っ
た
。

佃
長
崎
造
船
局
。

―
ニ
ト
ン
・
ク
レ
ー
ン
を
新
設
し
、
熔
解
量
五
ト
ン
の
熔
鉱
炉

七
年
フ
ラ
ン
ス
人
ワ
ン
サ
ン
・

ホ
、
加
州
製
鉄
所
。
五
年
エ
部
省
移
管
、
六
年
兵
庫
製
作
所
と
改
称
、

フ
ロ
ラ
ン
指
揮
の
も
と
に
、

―
二
年
に
竣
工
さ
せ
た
ほ
か
、
鋳
物
、
鍛
冶
、
銅
工
場
各
一
棟
を
落
成
せ
し
め
、
こ
の
間
、
五

0
ト
ン
起
重
機
、

一八

立
神
郷
修
船

一
八
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(

1

1

)

 

鍛
冶
場
内
蒸
汽
鎚
、
造
罐
場
内
リ
ベ
ッ
テ
ィ
ン
グ
器
械
等
の
据
付
を
了
し
た
。

0

⑮
兵
庫
造
船
局
。
加
賀
藩
士
二
名
、
大
聖
寺
藩
士
一
名
に

よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
当
所
は
明
治
五
年
経
営
難
の
た
め
工
部
省
に
移
り
、
六
年
バ
ル
カ
ン
鉄
工
所
（
ア
メ
リ
カ
・
ツ
レ
ソ
ジ
ン
商
社
建
設
）

及
び
そ
の
附
属
機
械
を
購
入
し
事
業
を
開
始
、

(

1

2

)

 

力
挽
揚
船
渠
等
を
竣
工
し
た
。

以
上
の
官
営
二
造
船
所
を
中
心
に
上
か
ら
の
近
代
造
船
業
の
移
植
・
創
出
が
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
馬
力
数
、

職
工
数
は
次
表
の
如
く
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
五
年
現
在
の
民
営
造
船
所
一
四
工
場
の
職
工
数
合
計
一
〇
七
六
人
に
比
較
す
る
と
き
、
そ

(
1
3
)
 

の
圧
倒
的
優
位
は
明
白
で
あ
る
。

註
（
1
）
カ
ウ
ッ
キ
ー
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
代
の
階
級
対
立
」
・
日
高
訳
、

(
2
)
石
渡
貞
雄
「
農
民
分
解
論
」
、
一
八
二
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
小
林
良
正
•
前
溺
書
、
一
五
頁
。

(
4
)

明
治
工
業
史
・
造
船
篇
、
三
六

0
頁
以
下
参
照
。

(
5
)

同
上
、
二
八
四
頁
。
(
6
)
同
●
、
二
七
九
頁
。

(
7
)

同
上
、
二
八
四
頁
以
下
。

(
8
)
同
●
。

(
9
)
同
●
。

(10)
横
須
賀
海
軍
船
廠
史
及
び
小
山
弘
健
「
日
本
産
業
機
構
研
究
」
、
六

O
I六
一
頁
。

(
1
1
)

三
菱
長
峙
造
船
史
ー
、
一
八
頁
以
下
。

(12)
小
山
・
前
褐
書
、
六
五
頁
。

(
1
3
)

小
山
・
前
掲
書
、
六
六
頁
。
な
お
民
営
造
船
所
に
つ
い
て
一
言
す
れ
ば
、
平
野
宮
三
が
明
治
九
年
旧
水

戸
藩
経
常
の
石
川
島
造
船
所
の
工
場
・
諸
機
械
が
築
地
兵
器
局
に
合
併
さ
れ
た
機
会
に
請
願
し
て
一
〇

年
間
借
用
を
許
さ
れ
、
石
川
島
平
野
造
船
所
と
称
し
て
開
業
し
た
の
が
民
営
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
次

い
で
イ
ギ
リ
ス
人
・
ハ
ン
タ
ー
が
一
四
年
に
創
業
し
た
大
阪
鉄
工
所
が
あ
る
。
機
械
工
業
全
体
に
つ
い
て
み
て
も
、
明
治
八
年
の
田
中
久
重
の

日
本
造
雛
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

第一表

長崎分局 I兵庫分局

馬力数職工数馬力数

明治14 115 616 39 164 

11 15 290 435 60 207 

II 16 335 702 60 187 

（明治15年現在）

戦エ数

八
年
修
船
架
竣
工
、

九

一
八
年
イ
ギ
リ
ス
よ
り
購
入
し
た
鉄
船
製
造
機
械
を
据
設
し
、
汽

一
九
ー
ニ

0
頁
参
照
。

、~-ニ--•-·-•--- -------• ---~---~L—-----------
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A 
る。

九
年
六
月

C
I】

海
門
（
木
造
単
蜆
旋
一
四
二
九
ト
ン
、

一
四
六
四
ト
ン
―
二
節
）

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

創
設
し
た
田
中
工
湯
（
後
の
芝
浦
製
作
所
）
が
最
古
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
民
営
の
主
な
る
も
の
は
以
上
の
二
造
細
所
で
、
他
は
「
エ

場
」
と
い
う
名
に
値
し
な
い
零
細
経
営
で
あ
っ
た
。

技
術
・
建
造
実
績

以
上
の
如
き
生
産
設
備
と
結
合
す
る
労
仇
力
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
旧
来
の
手
工
業
的
鍛
冶
屋
を
直

(

1

)

 

ち
に
工
場
の
鍛
冶
工
に
充
当
す
る
こ
と
は
、
両
者
が
「
自
ら
業
務
を
異
に
し
、
熟
練
伴
わ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、

れ
も
外
国
人
技
師
を
招
き
、

1
0節）

1
0節）

例
外
的
事
象
に
し
か
す
ぎ
ず
、
ま
し
て
旋
盤
工
な
い
し
組
立
仕
上
工
に
い
た
つ
て
は
、
幕
末
時
代
同
様
、
技
師
も
ろ
と
も
輸
入
さ
れ
た

熟
練
労
仇
力
に
全
く
依
存
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
横
須
賀
海
軍
工
廠
、
石
川
島
、
長
崎
、
大
阪
鉄
工
所
の
代
表
的
四
工
場
は
、
い
づ

(

2

)

 

こ
れ
ら
四
工
場
が
「
職
工
養
成
の
母
工
場
」
と
称
せ
ら
れ

職
工
に
技
術
を
伝
習
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、

か
か
る
外
国
技
術
導
入
の
礎
石
の
う
え
に
、
建
造
さ
れ
た
実
績
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

艦
艇
。
軍
用
艦
船
製
造
を
担
当
す
る
に
い
た
っ
た
横
須
賀
海
軍
工
廠
で
は
、
四
年
予
定
の
全
工
事
を
終
了
す
る
ま
で
に
既
に
、

(

3

)

 

汽
船
、
浚
泥
船
、
起
重
船
合
せ
て
一

0
隻
、
七
四

0
ト
ン
を
建
造
し
た
が
、
そ
の
後
の
主
要
艦
船
の
建
造
は
次
の
如
く
進
捗
し
た
。

―
一
年
四
月

一
三
年
七
月

一
四
年
八
月

一
七
年
三
月

一
八
年
三
月

清
輝
（
木
造
単
螺
旋
、
八
九
七
ト
ン
、

天
城
（
木
造
螺
旋
、
九
二
七
ト
ン
、

迅
鯨
（
木
造
外
車
、

天
竜
（
木
造
単
螺
旋
、

1
0
•
五
節
）

盤
城
（
木
造
単
螺
旋
、
七

0
八
ト
ン
、

―
ニ
・
九
節
）

一
五
四
七
ト
ン
、

―
―
•
五
節
）

四
〇



1.29 

も
そ
れ
ら
が
小
型
船
で
あ
っ
た
こ
と
は
同
表
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四

存
か
ら
完
全
に
脱
し
、
造
艦
工
業
が
全
体
と
し
て
技
術
的
に
自
立
す
る
の
は
遥
か
後
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
盤
城
」
よ
り
も
一
廻

り
大
き
い
「
迅
鯨
」
の
設
計
は
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
の
手
に
な
り
、
そ
の
試
運
転
当
初
か
ら
の
故
障
原
因
の
発
見
は
、
イ
ギ
リ
ス
造
船
家

(

5

)

 

フ
ラ
ン
シ
ス
・
エ
ル
ガ
、
主
船
局
御
雇
機
関
士
エ
・
ウ
ィ
ツ
ゼ
ル
の
調
査
に
ま
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
み
ら
れ
る
如
く
、

七
七
ト
ン
、

(

7

)

 

商
船
。
こ
の
期
の
商
船
の
建
造
実
績
は
次
頁
の
表
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
期
に
は
帆
船
の
建
造

が
主
体
を
な
し
、

か
つ
帆
船
に
関
す
る
限
り
で
は
、
国
内
建
造
量
が
輸
入
量
を
凌
駕
し
、
自
足
完
了
へ
の
迫
進
が
み
ら
れ
る
。

(

8

)

 

し
か
し
汽
船
に
関
し
て
は
、
圧
倒
的
に
国
外
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
国
内
建
造
分
は
全
所
要
船
腹
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
し
か

船
材
に
つ
い
て
い
え
ば
、
先
進
国
に
お
い
て
は
既
に
木
船
時
代
を
経
過
し
た
後
、
鉄
・
鋼
船
時
代
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
が
、
わ
が
国

(

9

)

 

に
お
い
て
は
、
当
期
は
ま
だ
木
造
船
時
代
で
あ
り
、
長
崎
、
兵
庫
両
造
船
所
と
も
木
造
船
の
み
を
建
造
し
て
い
た
。
明
治
三
年
よ
り
一

七
年
に
い
た
る
間
、
わ
が
国
で
新
造
さ
れ
た
も
の
八

0
九
隻
・
六
六
、

0
0
0
ト
ン
に
の
ぼ
る
が
、

(
1
0
)
 

内
沿
岸
用
の
木
造
小
型
帆
船
か
小
型
木
造
汽
船
（
汽
競
は
総
ト
ン
数
の
二
五
％
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
木
造
建
造
が
主
体
を
な
し
た
理
由
は
造
船
技
術
の
後
進
性
、
鉄
鋼
材
の
供
給
不
足
、
零
細
沿
岸
船
主
の
存
在
等
に
よ
る

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

そ
れ
ら
は
五

0
0
ト
ン
以
下
の
国

B
 

ニ
ニ
節
）
「
金
剛
」

(

6

)

 

な
ら
な
か
っ
た
。

「
比
叡
」

ニ
ニ
・
五
節
）
等
は
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
輸
入
に
ま
た
ね
ば

た
と
さ
れ
、

ま
た
●

こ
れ
ら
の
う
ち
)

「
盤
城
」
に
い
た
っ
て
初
め
て
外
国
人
の
手
を
離
れ
、
本
邦
人
だ
け
で
計
画
及
び
製
造
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

(

4

)

 

「
迅
鯨
」
の
汽
機
は
「
横
須
賀
に
お
い
て
製
造
せ
ら
れ
た
る
も
の
の
溝
矢
」
と
さ
れ
る
。
尤
も
外
国
技
術
へ
の
依

上
記
の
海
軍
工
廠
で
建
造
し
た
艦
船
は
い
ず
れ
も
小
型
船
で
あ
り
、
大
艦
船
、
例
え
ば
「
扶
桑
」

（
共
に
二
、
二
四
八
ト
ン
、

（
三
、
七

、出~---------------'-~~~~-__'....- - -~---------~-~-------~-----~-----~----~-
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第 表

6年~10年 11年~IS年 I 16年~20年

隻 数 lトン数隻数 トン数 l隻数 トン数

194 
6,821 I 

95 I 8,846 汽 船 輸 入 34,826 19 4,042 32 24,849 

計 36,004 168 10,863 1切 33,695

国内建造 2,462 427 39,526 113 10, 718 

帆 船 輸 入 9,535 53 20,831 9 2,376 

計 11,997 480 60,357 122 13,094 

国 内建造 3,640 576 46,347 208 19,564 

A ロ 計 轍 入 44,361 72 24,873 41 27,225 

計
I 

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

が
製
造
さ
れ
う
る
の
み
で
、
三
聯
成
汽
機
の
製
造
は
ニ
―
年
の
「
宇
治
川
」

(
1
4
)
 

丸
建
造
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

註

(
1
)
横
山
源
之
助
「
日
本
の
下
暦
社
会
」
岩
波
文
庫
、
ニ
―
六
頁
。

(
2
)
明
治
工
業
史
・
造
船
篇
、
四
五
三
頁
以
下
。
な
お
、
直
接
外
国
人
を
招
ヘ

さ
れ
始
め
、
そ
の
後
、
聯
成
汽
機
に
移
行
す
る
が
、
当
期
で
は
二
聯
成
汽
機

が
、
他
面
、
当
時
の
商
船
の
機
関
と
海
軍
用
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
今
日
の

(
1
3
)
 

よ
う
に
著
し
い
差
別
が
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
明
治
一

0
年
前
後
に
い

た
り
、
長
崎
、
兵
庫
の
両
官
営
造
船
所
を
中
心
と
し
て
単
箔
式
汽
機
が
製
造

る
。
こ
の
こ
と
は
民
間
に
造
機
工
場
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る

も
、
そ
の
機
関
は
こ
と
ご
と
く
海
軍
工
廠
に
委
託
し
製
造
し
た
と
い
わ
れ

状
態
は
維
新
後
も
依
存
と
し
て
変
ら
ず
民
間
に
お
い
て
新
船
を
建
造
し
て

船
用
機
関
製
造
の
事
業
は
未
だ
そ
の
芽
生
え
す
ら
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の

船
用
の
舶
用
機
関
が
製
造
さ
れ
た
が
、
す
べ
て
海
軍
用
の
も
の
で
あ
り
、
商

C

機
関
。
徳
川
時
代
末
期
に
お
い
て
、
外
国
人
の
手
に
よ
り
小
型
蒸
汽

(
l
l
)
 

と
さ
れ
、
ま
た
小
型
船
し
か
建
造
で
き
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
大
型
西

洋
型
船
は
船
首
材
、
肋
骨
等
に
多
く
の
曲
材
を
要
す
る
が
、
そ
れ
ら
材
料
が

(
1
2
)
 

欠
乏
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
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日
本
造
艇
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

四

い
せ
ず
前
記
の
母
工
場
で
養
成
さ
れ
た
職
工
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
た
造
船
所
と
し
て
、
川
崎
造
船
所
、
神
戸
三
菱
造
船
所
、
浦

賀
船
渠
、
横
浜
船
渠
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
子
工
場
」
と
称
せ
ら
れ
る
。

(

3

)

近
世
日
本
造
船
史
、
二
九
三
頁
以
下
。

(
4
)
同
上
、
・
ニ
九
四
頁
。
三
六
五
頁
。

(
5
)
森
喜
一
「
日
本
工
業
構
成
史
」
、
八
六
頁
。

(

6

)

近
世
日
本
造
船
史
、
ニ
―
五
ー
六
頁
。

(
7
)
富
永
祀
治
「
交
通
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
」
、
六
九
ー
七
一
頁
。

(
8
)
-
―
し
一
五
年
に
汽
船
の
自
給
率
が
前
後
の
時
期
に
比
べ
て
著
し
く
高
い
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
（
イ
）
六

l
-
0年
に
お
い
て
は
二
度
の

軍
事
行
動
に
よ
り
船
腹
の
大
量
需
要
が
発
生
し
、
比
較
的
大
型
の
汽
船
が
輸
入
さ
れ
た
が
、
次
期
で
は
こ
の
よ
う
な
大
型
汽
艇
が
三
菱
会
社
の

如
く
、
政
府
の
特
別
な
保
護
の
下
に
あ
っ
た
会
社
に
お
い
て
の
み
運
用
可
能
で
あ
っ
て
、
資
本
蓄
積
の
貧
弱
な
一
般
海
運
業
者
に
と
つ
て
は
汽

船
は
飽
和
状
態
に
な
り
、
轍
入
が
減
少
し
た
こ
と
。
（
口
）
一
六
ー
ニ

0
年
に
い
た
る
汽
船
の
輸
入
噌
加
は
、
国
家
の
海
運
助
成
策
（
共
同
運
輸

の
設
立
、
日
本
郵
船
の
設
立
）
を
棋
杵
と
し
た
こ
と
。

(
9
)
大
阪
商
紺
五
十
年
史
、
三
六
五
頁
及
び
明
治
工
業
史
・
造
船
篇
、
一
六
四
頁
以
下
。

(10)
同
上
。
な
お
、
明
治
九
年
長
崎
造
船
局
で
起
工
、
一
六
年
竣
工
し
た
「
小
管
」
丸
は
二
八
年
ま
で
に
国
内
造
船
所
で
建
造
さ
れ
た
千
ト
ン
以

●
の
総
ト
ソ
数
を
有
す
る
唯
一
の
も
の
で
（
一
、
四
九
1

ハ
ト
ソ
）
、
纏
、
樫
、
楠
、
等
の
良
材
を
惜
み
な
く
使
用
し
た
が
、
貨
物
の
積
載
力
乏

し
く
、
速
力
が
で
ず
、
二
七
年
解
撤
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
木
造
船
の
規
模
の
限
界
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

(
1
1
)

明
治
工
業
史
・
同
上
、
に
い
う
「
敵
米
諸
国
に
て
は
木
船
の
製
造
漸
く
廃
れ
て
鉄
船
之
に
代
り
、
つ
い
で
鋼
般
建
造
勃
興
し
…
…
わ
が
国
も

ま
た
こ
れ
が
影
響
を
う
け
た
り
。
然
れ
ど
も
此
の
種
の
新
材
料
は
尚
更
欠
乏
し
た
れ
ば
、
悉
く
こ
れ
を
欧
米
よ
り
仰
が
ざ
る
ぺ
か
ら
ざ
り
し
を

以
て
、
そ
の
価
格
太
だ
不
廉
に
し
て
到
底
海
外
の
先
進
国
に
比
肩
す
る
こ
と
能
は
ざ
り
き
。
加
う
る
に
、
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
は
、
わ
が
船
主

の
多
数
は
資
力
乏
し
く
、
偶
々
所
要
の
船
舶
あ
る
も
大
抵
外
国
よ
り
価
格
の
低
廉
な
る
老
朽
船
を
購
入
し
以
て
一
時
の
要
求
を
充
す
に
過
ぎ
ざ

り
き
。
こ
れ
明
治
の
前
牛
期
に
お
い
て
、
わ
が
造
船
の
振
わ
ざ
り
し
所
以
な
り
」
。
み
ら
れ
る
如
く
、
原
材
料
某
底
の
弱
少
性
及
び
造
船
市
場

ー
海
運
の
幼
弱
性
が
斯
業
の
発
展
の
阻
止
的
要
因
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
、
遠
か
ら
ず
、
産
業

資
本
の
確
立
期
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
造
船
•
海
運
保
護
政
策
の
形
態
を
規
定
し
、
続
縞
の
一
中
心
論
点
と
な
る
。
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日
本
造
競
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

(
1
2
)明
治
工
業
史
・
同
上
。
な
お
加
池
照
義
「
日
本
資
本
主
義
の
成
立
と
海
運
」
海
運
•
第
二
八
二
号
・
三
四
ー
五
頁
参
照
。

(13)
明
治
H
業
史
・
造
船
篇
、
二
三
一
頁
以
下
。

(
1
4
)

同
上
。

過
程
・
実
績
。
周
知
の
如
く
明
治
一
三
年
の
「
工
場
払
下
概
則
」
及
び
一
四
・
八
年
の
紙
幣
整
理
に
も
と
ず
く
深
刻
な
る
沈

(

1

)

 

静
期
に
続
く
一
八
・
九
年
の
時
期
は
日
本
産
業
構
成
の
一
転
機
を
な
す
と
い
わ
れ
る
。
造
船
業
に
つ
い
て
み
る
と
、
政
府
は
武
力
の
支

柱
を
な
す
中
心
的
な
純
軍
事
機
構
ー
海
軍
工
廠
を
あ
く
ま
で
保
有
・
拡
張
す
る
と
と
も
に
、
他
方
準
軍
事
機
構
1
1
官
営
造
船
所
を
漸
次

政
商
に
廉
価
に
払
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
閥
形
成
へ
の
道
を
き
り
ひ
ら
き
、
同
時
に
そ
れ
ら
政
商
と
の
提
携
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ

(

2

)

 

つ
て
、
斯
業
を
よ
り
多
く
柔
軟
性
の
あ
る
統
制
の
下
に
再
編
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
お
け
る
斯
業
の
推
移
が
以
下
の
課
題
と

海
軍
工
廠
。
ま
ず
横
須
賀
海
軍
工
廠
は
艦
体
及
び
機
関
製
造
に
お
け
る
製
鋼
技
術
の
独
立
を
企
図
し
、
二
三
年
に
は
シ
ー
メ
ン

ス
型
製
鋼
炉
を
建
設
す
る
に
い
た
っ
た
仕
か
、
鋭
意
内
容
の
充
実
に
努
め
、

(

3

)

 

力
配
置
を
と
り
、
か
か
る
生
産
設
備
の
上
に
著
大
な
建
艦
実
績
を
あ
げ
る
に
い
た
っ
た
。

一
九
年
に
は
次
表
の
如
き
工
場
編
成
及
び
原
動
機
・
労
佑

即
ち
そ
の
実
績
は
（
イ
）
艦
材
に
お
け
る
全
木
製
よ
り
鉄
骨
木
皮
へ
、
さ
ら
に
鉄
製
、
鋼
骨
鉄
皮
、
全
鋼
製
へ
の
急
激
な
推
転
に
み

ら
れ
る
。
こ
の
点
を
や
や
詳
し
く
述
べ
る
と
、
横
須
賀
海
軍
工
廠
で
は
一
六
年
ま
で
は
前
述
の
如
く
、
清
輝
・
迅
鯨
・
天
城
・
盤
城
・

A 
な
る
。

t
1】

第

二

編

成

替

え

四
四
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罷
台
工
場

船
渠
”

製
綱
II

鋸
飽
II

旋
盤
II

錬
鉄
II

錯
造
”

製
罐
II

築
造
”

船
具
II

組
立
II

製
図
II

営
継
II

そ
の
他

計

(

7

)

 

あ
り
、
ま
た
本
計
画
に
よ
る
新
艦
の
大
部
分
は
、

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
援
）

二
五

二
九
六 I I I I I 

二―------一ノ‘

七
四

1
0三六

―10 
-= 10 

1
0
 

1
0
 

1110 

一
三

工

場

機

関

数

馬

力

数

翌数
八
ニ
ニ

四
四
〇

九
八

二
三

一
六
九

一
五
一

――― 
三
二
七

一
三
六

八
四

一
四
八

四
二

一
六
七

一
七
六

二
、
八
九
四

四
五

な
お
前
述
八
重
山
の
設
計
は
一
六
年
の
海
軍
第
一
期
拡
張
計
画
の
一
環
と

海
門
・
天
竜
の
六
艦
を
建
造
し
た
が
い
ず
れ
も
木
製
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
る
に
一
六
年
頃
に
は
先
進
国
で
は
既
に
木
船
時
代
が
す
ぎ
去
つ
て
い
た
か

材
の
製
法
が
完
成
す
る
に
及
ん
で
鉄
材
は
駆
逐
さ
れ
、
二
三
年
通
報
艦
八
重

山
が
全
部
鋼
材
で
新
造
さ
れ
て
以
後
、
内
地
建
造
軍
艦
は
み
な
鋼
材
を
用
い

(

4

)

 

る
に
い
た
っ
た
。

（
口
）
主
汽
機
に
お
い
て
は
、
従
来
の
横
型
還
動
二
箔
二

(

6

)

 

聯
成
よ
り
二
二
年
の
愛
宕
に
お
け
る
横
型
直
動
二
箔
二
聯
成
へ
進
化
し
、

（
ハ
）
汽
罐
に
お
い
て
は
鉄
高
円
筒
よ
り
愛
宕
を
契
機
に
鋼
低
円
筒
へ
変
化

(

6

)

 

し
て
い
る
。

し
て
一
八
年
フ
ラ
ン
ス
か
ら
招
へ
い
し
た
ベ
ル
タ
ン
の
設
計
に
負
う
も
の
で

い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
に
註
文
し
、
国
内
に
お
い
て
建
造
し
え
た
も
の

(

8

)

 

は
小
型
艦
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
二
二
年
ベ
ル
タ
ン
帰
国
後
は
「
軍
艦
の
設
計
及
び
工
事
監
督
は
す
べ
て

我
国
人
の
手
に
な
り
（
但
し
第
二
期
拡
張
軍
艦
殆
ど
全
部
の
製
造
を
除
く
）
か
く
て
漸
次
外
人
の
手
を
か
ら
ざ
る
に
」
い
た
っ
た
と
い
わ
れ

(

9

)

 

る。

皮
の
愛
宕
・
高
雄
の
二
艦
を
一
九
年
に
起
工
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
後
鋼

の
葛
城
・
武
蔵
の
二
艦
を
製
造
し
、
次
い
で
鋼
材
の
現
出
に
伴
い
鋼
骨
・
木

ら
、
ま
ず
木
・
鉄
両
材
の
長
所
を
と
る
こ
と
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
鉄
骨
木
皮

~~-~-----—--~- -----・---―... ----・------------
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民
間
造
船
所
。

開
業
が
最
初
で
あ
る
。
該
所
は
一
七
年
横
浜
石
川
口
製
鉄
所
の
家
屋
機
械
の
全
部
を
海
軍
よ
り
借
用
、
石
川
島
に
移
転
、
二

0
年
「
無

（
口
）
三
菱
長
崎
造
船
所
。
、
明
治
一
七
年
、

利
子
三
箇
年
賦
ニ
テ
払
下
」
げ
を
う
け
、
新
た
に
、
諸
工
場
を
増
設
し
た
後
、
二
ニ
年
、
資
本
金
一
七
万
五
千
円
の
株
式
会
社
に
再
編

(
1
0
)
 

成
さ
れ
た
。

の
一
に
当
る
金
額
を
保
証
と
し
て
公
債
証
書
で
提
出
せ
し
め
、
貸
与
料
は
純
益
金
の
一
割
と
定
め
、
二
五
年
間
貸
渡
の
約
を
結
び
、
ま

た
貯
蔵
品
、
物
品
は
八
万
円
で
払
下
げ
、
こ
れ
を
二

0
年
賦
納
と
し
、
以
上
の
契
約
の
も
と
に
三
菱
社
に
貸
与
、
同
社
は
七
月
よ
り
業

る
。
そ
の
資
本
金
一
、

（
イ
）
石
川
島
造
船
所
。
造
船
業
に
お
い
て
民
間
企
業
が
成
立
し
た
の
は
明
治
九
年
の
石
川
島
平
野
造
船
所
の

土
地
、
建
物
、
器
具
一
切
の
価
格
を
四
五
万
九
千
円
と
定
め
、
そ
の
二
五
分

さ
き
に
仮
定
さ
れ
た
土
地
、

千
円
を
加
え
た
代
価
を
三
菱
社
よ
り
即
納
せ
し
め
、
所
有
権
一
切
を
三
菱
社
に
移
転
せ
し
め
た
。
二
六
年
、
三
菱
社
は
合
資
会
社
と
な

(
1
1
)
 

五
0
0万
円
、
三
菱
造
船
所
の
資
本
金
は
六

0
0万
円
で
あ
っ
た
。

九
年
に
そ
の
設
備
一
さ
い
を
あ
げ
て
川
崎
正
蔵
に
貸
与
さ
れ
、
二

0
年
に
払
下
げ
ら
れ
た
。
川
崎
は
一
―
年
か
ら
築
地
の
官
有
地
で
経

営
し
つ
つ
あ
っ
た
造
船
所
及
び
一
三
年
か
ら
経
営
し
つ
つ
あ
っ
た
兵
庫
の
造
船
所
を
直
ち
に
移
転
併
合
し
、
こ
こ
に
一
大
造
船
企
業
を

(
1
2
)
 

出
現
さ
せ
た
。

（
二
）
大
阪
鉄
工
所
。
海
軍
省
の
雇
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
ハ
ン
タ
ー
が
一
四
年
建
設
し
た
該
所
は
、
ニ
―
年
木
造
乾

(
1
3
)
 

船
渠
を
石
造
に
改
め
、
二
ニ
年
木
船
工
場
を
開
い
た
。

以
上
の
如
く
こ
の
期
に
再
福
さ
れ
民
間
企
業
と
し
て
新
発
足
し
た
上
記
の
企
業
は
、

下
げ
ら
れ
る
か
、
も
し
く
は
、
直
接
海
軍
省
の
雇
技
師
の
創
設
に
か
か
る
か
、
す
べ
て
何
等
か
の
形
に
お
い
て
、
政
府
・
軍
事
依
存
の

(g 

状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
初
発
に
お
け
る
民
間
企
業
の
性
格
が
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
か
く
て
再
編
・
発
足
し
た
民
企
業
は
い
か
な
る
実
績
を
示
し
た
か
。

務
を
開
始
し
た
が
、

B
 

そ
の
後
二

0
年
に
い
た
り
、

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

い
ず
れ
も
既
設
の
設
備
を
政
府
か
ら
廉
価
に
払

（
イ
）
ま
ず
船
種
に
関
し
て
は
、
前
述
の
如
く
国
営

建
物
、

（
ハ
）
川
崎
造
船
所
。
兵
庫
造
船
所
は

器
具
の
価
格
に
貯
蔵
品
代
納
入
残
額
六
万
八

四
大
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日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

註

(
1
)
山
田
盛
太
郎
「
日
本
資
本
主
義
分
析
」
、
六
頁
。

四
七

「
木
曽
川
」
丸

時
代
に
は
三
菱
、
川
崎
両
造
船
所
と
も
木
船
建
造
の
み
に
従
事
し
て
い
た
。
木
造
船
に
つ
い
て
、
政
府
は
一
八
年
五

0
0
石
積
以
上
の

大
和
型
船
建
造
禁
止
令
を
出
し
西
洋
型
船
の
普
及
を
は
か
っ
た
が
、
資
本
蓄
積
の
貧
弱
な
船
主
は
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
外

見
上
大
和
型
船
に
似
、
西
洋
型
船
の
長
所
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
る
「
合
の
子
船
」
な
る
日
本
独
得
の
船
型
が
建
造
さ
れ
、
流
行
す
る
に

い
た
っ
た
。
「
合
の
子
船
」
の
建
造
は
逐
年
増
加
し
、
明
治
末
年
に
お
け
る
造
船
所
二
百
有
余
所
の
う
ち
、
数
力
所
を
除
く
の
ほ
か
、
こ

(

1

5

)

 

と
ご
と
く
が
か
か
る
「
合
の
子
船
」
を
中
心
と
す
る
木
船
建
造
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
上
記
造
船
所
に
関
す
る

限
り
で
は
、
近
代
造
船
業
本
来
の
分
野
で
あ
る
鉄
・
鋼
船
の
建
造
が
当
期
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
即
ち
鉄
船
の
建
造
は
一
七
年
以
後
本
格

的
段
階
に
突
入
し
た
的
＼
先
進
諸
国
と
異
な
り
鉄
船
時
代
と
称
す
ぺ
ぎ
も
の
が
短
か
く
、
ニ
ニ
・
三
年
頃
ま
で
に
二
、
三
の
造
船
所
で

(
1
7
)
 

建
造
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
二
三
年
以
降
は
鋼
船
時
代
に
は
い
る
。
二
三
年
大
阪
商
船
は
鋼
製
汽
船
「
筑
後
川
」
丸
、

「
多
摩
川
」
丸
、
「
富
士
川
」
丸
を
川
崎
造
船
所
に
、
二
四
年
「
信
濃
川
」
丸
を
長
崎
造
船
所
に
新
造
せ
し

の
二
隻
を
長
崎
造
船
所
に
、

(
1
8
)
 

め
た
。
因
み
に
川
崎
造
船
所
で
は
、
一
九
年
か
ら
二
五
年
ま
で
に
新
船
四

0
隻
を
建
造
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
訳
は
当
期
の
代
表
的
造

七
隻
、
内
木
造
船
九
隻
・
ニ
、
五
八
九
ト
ン
、
鉄
船
五
隻
．

(
1
9
)
 

船
所
の
実
績
を
示
す
一
指
標
と
な
る
。
即
ち
一

0
0
ト
ン
以
上
の
も
の
一

(
2
0
)
 

一
、
八
八
一
ト
ン
、
銅
船
三
隻
・
-
、
三
七
一
ト
ン
で
あ
る
。

（
口
）
舶
用
機
関
に
関
し
て
は
、
前
述
の
如
く
従
来
二
聯
成
汽
機
が
採

用
さ
れ
て
い
た
が
、
ニ
―
年
、
軍
艦
「
大
島
」
、
商
船
「
宇
治
川
」
丸
低
か
二
隻
に
三
聯
成
の
輸
入
汽
機
が
は
じ
め
て
備
付
け
ら
れ
、

(
2
1
)
 

二
三
年
の
「
筑
後
川
」
丸
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
長
崎
の
三
菱
造
船
所
に
お
い
て
自
作
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
様
式
は
高
圧
汽
箭

直
径
一
五
吋
、
中
圧
気
笛
直
径
二
三
吋
、
低
圧
気
箔
直
径
三
九
吋
、
行
長
三
〇
吋
、
実
馬
力
四
七
二
を
算
し
、

(
2
2
)
 

由
り
て
一
新
紀
元
を
劃
し
た
」
と
さ
れ
る
。

「
わ
が
造
船
界
は
之
に

~ —~—·---- • -. --・ —•一-—···- -·•·--·- -···-·--~-- --------•·---~--ヘー--· • -·-··•---



136 

(
2
)
小
林
良
正
•
前
掲
書
、
．
一
七
ー
八
頁
。

(
3
)

横
須
賀
海
軍
紐
廠
史
第
二
巻
、
三
六
一
頁
。
小
山
、
前
褐
書
、
七
九
ー
八

0
頁。

(
4
)新
日
本
史
•
第
二
巻
・
造
紺
筒‘
1
0

四
ー
五
頁
。

(
5
)
明
治
工
業
史
・
造
船
箭
、
八

0
頁
以
下
。

(
6
)
同
上
、
一
〇
九
頁
以
下
。

(
7
)
近
世
日
本
造
船
史
、
二
八
九
ー
ニ
九

0
頁。

(
8
)
宮
永
進
「
帝
国
造
船
保
護
政
策
論
」
、
一
九
四
頁
。
「
本
計
画
に
よ
る
巡
洋
艦
浪
花
、
高
千
穣
、
千
代
田
、
畝
傍
、
股
島
、
松
島
は
、
い
づ

れ
も
こ
れ
を
英
国
又
は
仏
離
西
に
註
文
し
た
。
国
内
に
於
て
は
、
只
橋
立
が
横
須
賀
に
於
て
建
造
せ
ら
れ
た
の
み
で
あ
る
。
本
計
画
に
於
て

は
、
其
他
、
海
防
艦
、
砲
艦
、
通
報
艦
、
練
習
艦
、
水
雷
艇
等
が
あ
っ
た
が
、
民
間
造
船
所
で
建
造
し
た
も
の
は
一
隻
も
な
い
（
横
須
賀
海
軍

工
廠
に
お
い
て
の
み
建
造
ー
引
用
者
）
」
。

(
9
)
近
世
日
本
造
船
史
、
二
九

0
頁。

(
1
0
)横
須
賀
海
軍
船
廠
史
•
第
二
巻
、
一1
1
0七
頁
以
下
。
明
治
工
業
史
・
機
械
篇
、
八
三
頁
。

(
1
1
)三
菱
長
崎
造
船
所
史
•
I

、
三
三
ー
四
頁
。

(
1
2
)川崎
造
船
所
四
十
年
史
。
小
山
•
前
掲
書
八
六
ー
七
頁
。

(13)
明
治
工
業
史
・
造
船
篇
、
三
三

0
頁
以
下
。

(
1
4
)小
林
良
正
•
前
掲
害
、
二
三
八
頁
。

(
1
5
)明治
工
業
史
・
造
船
篇
、
一
六
四
—
七
頁
。

(16)
・
(17)
同
●
、
一
六
七
頁
以
下
。
も
っ
と
も
明
治
一
七
年
以
前
に
お
い
て
も
、
明
治
四
年
の
「
新
潟
」
丸
建
造
以
来
、
二
、
三
の
国
内
造
船

所
に
お
い
て
建
造
さ
れ
た
が
、
一
七
年
小
野
浜
造
船
所
に
お
い
て
竣
工
し
た
「
朝
日
」
丸
を
大
阪
商
船
が
創
業
の
際
購
入
し
て
瀬
戸
内
海
に
就

航
せ
し
め
、
好
成
績
を
牧
め
た
こ
と
が
鉄
船
建
造
の
本
格
的
発
展
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
来
、
翌
一
八
年
に
は
「
安
治
川
」
丸
（
五

三
〇
ト
ン
）
を
同
造
船
所
に
発
註
、
一
九
年
に
は
吉
野
川
丸
（
三
八
〇
ト
ン
）
、
二

0
年
に
は
「
湊
川
」
丸
の
姉
妹
船
二
隻
、
ニ
―
年
に
は
「

木
津
川
」
丸
、
二
ニ
年
に
は
「
賀
茂
川
」
丸
を
川
崎
造
船
所
に
発
註
、
こ
こ
に
鉄
船
時
代
を
現
出
し
た
。
鉄
船
建
造
の
初
期
に
お
い
て
は
、
修

理
の
困
難
な
こ
と
、
浸
水
部
表
面
が
銹
蝕
す
る
こ
と
、
海
草
や
海
虫
が
附
着
し
速
力
が
減
退
す
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
を
あ
げ
、
こ
れ
を
非
碓

日
本
造
艇
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

四
八
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B
 

(

1

)

 

A

内
部
構
造
。
第
三
表
に
示
さ
れ
る
如
く
、

で
き
る
。

[
I
U
 

四
九

す
る
声
も
強
く
、
鉄
骨
木
皮
紬
と
い
う
交
造
艇
が
そ
の
折
衷
案
と
し
て
建
造
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
交
造
細
は
、
既
に
鉄
船
の
木
造

船
に
対
す
る
優
位
が
確
認
さ
れ
た
後
に
建
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
長
く
採
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
消
滅
し
た
。

(18)
同
、
一
七
一
頁
以
下
。

(19)
・
(20)
川
崎
造
船
所
四
十
年
史
。
加
地
照
義
・
前
掲
論
文
参
照
。
和
辻
春
樹
「
船
と
造
船
技
術
」
―
―
―

1
0頁
参
照
。
こ
の
よ
う
に
当
期
の
斯

業
は
木
船
よ
り
鋼
船
へ
の
急
激
な
推
転
を
閲
す
る
。
わ
が
国
造
船
史
に
お
い
て
、
鉄
艇
建
造
が
明
治
四
ー
ニ
三
年
（
も
っ
と
も
本
格
的
鉄
船
時

代
は
前
述
の
如
く
一
七
年
—
二
三
年
）
と
い
う
短
期
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
鉄
船
建
造
が
漸
く
緒
に
つ
い
た
頃
、
既

に
先
進
諸
国
で
は
鋼
船
時
代
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
事
猜
を
反
映
し
て
い
る
。
造
船
材
料
と
し
て
軟
鋼
が
鉄
よ
り
憂
つ
て
い
る
こ
と
、
二
三
年

に
い
た
っ
て
こ
れ
が
わ
が
国
に
輸
入
さ
れ
た
こ
と
、
以
上
が
銅
船
時
代
に
突
入
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
か
か
る
短

期
間
に
お
け
る
推
転
は
後
進
造
船
国
を
表
象
す
る
現
象
と
考
え
ら
れ
る
。

(21)
・
明
治
工
業
史
・
造
船
篇
、
二
三
二
頁
以
下
。

(
2
2
)

同
●
゜

造
船
業
の
地
位
と
役
割
。
以
上
の
如
き
実
績
を
お
さ
め
た
当
期
の
斯
業
の
構
造
と
、
そ
の
総
機
構
的
役
割
は
次
の
如
く
要
約

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

一
海
軍
工
廠
と
、

―
一
の
民
間
主
要
造
船
所
と
を
比
較
す
る
と
、
原
動
機
台
数
に
お

い
て
も
、
職
工
数
に
お
い
て
も
、
前
者
が
優
位
を
し
め
て
い
る
。
こ
こ
に
艦
船
建
造
機
構
に
お
け
る
、
海
軍
工
廠
の
圧
倒
的
地
位
は
明

なヽ
）

白
で
あ
る
。
次
に
川
崎
、
三
菱
、
石
川
島
の
払
下
げ
三
造
船
所
と
残
余
の
八
造
船
所
を
比
較
す
る
と
、
原
動
機
台
数
に
お
い
て
前
者
は

後
者
の
二
倍
、
職
工
数
に
お
い
て
過
半
を
し
め
る
。
こ
の
こ
と
は
民
間
造
船
所
に
お
い
て
、
上
記
払
下
げ
三
造
船
所
が
中
枢
的
地
位
を

(

8

)

 

し
め
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

造
船
業
と
一
般
機
械
工
業
。
次
に
以
上
の
主
要
造
船
所
を
中
心
と
す
る
斯
業
が
当
期
の
主
要
機
械
工
業
体
系
の
う
ち
で
い
か
な

・-., ヽ'，

-・-・ ・·-------ヽ·-···--·-c....---·、一一'"-----••--'ャ，．一,,.... .,_,. —•· -ヽ・.ヽ.一.... ,--・-''・-・"""'''"--"---・---------・・--・・・・・ ツ---·~—·—-し、---·.ゞ....,...,,, ・·~、-----· • ' 
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る
と
、
蒸
汽
機
関
数
で
は
第
一
位
、
資
本
金
、
職
工

さ
ら
に
か
か
る
斯
業
の
地
位
を
全
産
業
と
比
較
す

は
疑
う
余
地
が
な
い
。
（
第
五
表
参
照
）

か
つ
相
対
的
に
巨
大
な
馬
力
数
を
有
し
て
い
た
こ
と

日
本
造
艇
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

関
馬
力
数
に
い
た
っ
て
は
、

る
地
位
を
し
め
て
い
た
か
を
検
討
す
る
と
第
四
表
に
示
す
如
く
、
全
機
械
工
業
に
対
し
払
込
資
本
金
、
職
工
数
で
は
過
半
を
、
蒸
汽
機

(

4

)

 

低
ぼ
全
機
械
工
業
に
匹
敵
す
る
地
位
を
し
め
た
。

な
お
こ
れ
を
一
社
当
り
で
比
較
す
る
と
造
船
企
業

が
機
械
工
業
の
中
で
、

と
び
は
な
れ
て
大
規
模
で
、

第 表

I 
I原動機
台数馬力数職工数

横須賀海軍工廠 32 520 2,456 

石；川島造船所 5 132 350 

川崎造船所 5 111 730 

三菱造艇所 7 230 552 

大阪鉄工所 l 24 185 

河野亀太郎工場 I 12 50 

機械襲造所（北海道） I 14 60 

藤永田造船所 1 16 120 

八木造船所 1 12 20 

木津川船渠 2 6 25 

衣浦 造 船 所 I 12 85 

緒明造船所 1 8 180 

（明治二三年現在）

諸造錨 械機
秒 工

機・ 業
金全

械船属 体
器
機

資払

本
＝芭＝七千I 
・ ・ ・ ・円金込写一六七

八Cつ §: 六 =四 写四
職
工. . . . 
数一 三 七 ＾

機蒸
e:, — c:, c:, 関
七．＾．ー．四． 数汽

馬
== t." /"¥. Cl • -• 畠ふ 七 芸 六

第

五

表

（明治二五年現在）

諸 造 錨 械機

物工
機 業

金全
械船属体

器
機

社

ー~ー-""- ＾ C,  ::: 数

賓払

璧菩三空＝ 哭^千円
本

金込

一三一六 職

C-匹二、） C七=二、） C七四二、> C七^ 二、〉 工
数

三云＾璧 臼
馬

= C六二' C) .E!. =、 六C二） = ブ^1、、 盈

第

四

表

五
〇
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第

c
 

五

ま
た
こ
の
期
の
川
崎
造
船
所
の
受
註
工
事
中
、
機
械
類

こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
消
費
財
生
産
部

に
お
い
て
は
造
船
業
が
、
当
期
に
お
け
る
主

(

7

)

 

導
的
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。
そ

し
て
か
か
る
斯
業
の
地
位
は
生
産
財
生
産
部

門
に
お
け
る
役
割
を
規
定
す
る
。

兼
業
体
制
ー
＂
役
割
。
当
時
の
造
船
所
は
ー
現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
が

1

「
名
に
於
て
造
船
所
を
冠
す
る
も
」
、
船
体
の
み
を
建

一
般
機
械
工

造
す
る
も
の
で
は
な
く
、
原
動
機
そ
の
他
舶
用
機
械
類
の
製
造
は
も
ち
ろ
ん
、
ひ
ろ
く
一
般
機
械
類
の
製
作
に
従
事
し
、

(

8

)

 

場
と
し
て
の
役
割
を
果
す
も
の
と
し
て
た
ち
現
わ
れ
た
。
即
ち
既
に
幕
末
期
に
朋
芽
的
に
認
知
さ
れ
て
い
た
斯
業
の
役
割
は
、
工
場
払

下
げ
を
契
機
と
し
て
開
始
さ
れ
る
産
業
資
本
確
立
へ
の
嵐
の
如
き
発
展
・
展
開
の
中
で
機
構
的
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
と
し
て
、
本
格

的
に
発
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
石
川
島
造
船
所
に
お
い
て
は
、
創
業
当
時
か
ら
造
船
及
び
機
関
の
二
部
制
を
と
り
、
機
関
部
に
あ
っ
て
は
各
種
海
陸
用
汽
機
、

「
汽
罐
の
製
造
修
理
に
従
い
、
就
中
当
時
鉱
山
業
の
漸
く
隆
興
を
見
ん
と
し
つ
つ
あ
り
し
た
め
、
鉱
山
用
諸
機
械
の
新
造
多
か
り
し
」
と

い
わ
れ
、
原
動
機
用
蒸
汽
々
機
、
各
種
汽
罐
、
印
刷
機
械
、
製
糸
機
械
、
製
絨
機
械
、
鉱
山
用
機
械
を
製
作
し
た
仕
か
、

一
八
年
に
は

鉱
山
砕
鉱
機
ー
我
国
最
初
の
国
産
機
ー
を
足
尾
鉱
山
の
註
文
で
製
作
し
、
二
五
年
に
は
藤
田
組
大
森
鉱
山
の
た
め
に
空
気
圧
縮
機
（
八

(

9

)

 

0
馬
力
）
を
、
古
河
鉱
業
所
の
註
文
で
自
動
式
骸
炭
押
出
機
械
を
製
作
し
た
。

日本造船業の史的分析（越後）

馬汽蒸職込払

力機工賓

数数関数金本

紡績 造紡紡
盲

船績績
位

造紡造造
第

船績船船
位

諸製織織 第

機械糸物物 位

織諸諸製 第

物 機 械 槻械糸
四
位

製鎚製鑢
第

物 物

糸金属糸金属
五

位
器 器

錨織鋳諸
第

物
虹機

金物金械 六

属 属
位

器 器

六 表

C

6

)

 

数
に
お
い
て
は
紡
績
業
に
つ
ぐ
第
二
位
を
し
め
た
。

（
第
六
表
参
照
）

門
に
お
い
て
は
紡
績
業
、
生
産
財
生
産
部
門
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第

ニニニ至自
ー 一 =C年コ-ブ年1』

ー 守

年年年月月

新 船

六＝写 c:,隻 造

隻

新
機

＾七⇔ = 製
組

修

= 匹 = C,  -=— C四コ 繕 械
甜1

新
汽

写・三:::. -=- .I""¥. 製
個

修

＝九 ー早 一Cコ 個匹六
繕

罐

七 表

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

(
1
0
)
 

の
し
め
る
地
位
は
第
七
表
に
よ
っ
て
も
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

対
し
代
位
・
補
充
的
役
割
を
ひ
き
う
け
、
機
械
製
造

部
門
体
系
の
中
に
最
重
要
な
地
位
を
し
め
つ
つ
産
業

(
1
1
)
 

資
本
確
立
期
へ
と
推
転
し
て
ゆ
く
。

註

(
1
)
小
山
・
前
掲
書
、
九
四
頁
。

(
2
)
こ
の
事
実
は
海
軍
H
廠
が
艦
紬
建
造
機
構
の
中

枢
を
し
め
る
と
い
う
日
本
造
艇
業
の
発
端
に
お
け

る
軍
事
的
性
格
を
端
的
に
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
海
軍
工
廠
の
優
越
は
、
エ
廠
の
一
般
造
競
所
に
対
す
る
代
位
・
補
充
関
係
を
必
然

化
し
、
「
大
船
の
修
理
可
能
な
造
船
設
備
を
有
す
る
も
の
は
長
崎
造
船
所
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
競
の
修
理
は
、
し
ば
し
ば
海
軍
H
廠
に
依

頼

す

る

」

（

加

地

・

前

褐

論

文

）

と

い

う

事

態

を

生

ん

だ

。

・

(

3

)

海
軍
工
廠
ー
払
下
げ
造
船
所
ー
民
設
造
艇
所
の
序
列
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
斯
業
の
軍
事
的
性
格
と
、
「
政
治
的
必

要
に
も
と
ず
く
上
か
ら
の
創
出
」
の
事
態
が
、
こ
れ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
4
)森
喜
一
•
前
掲
書
、
九
八
頁
。

(
5
)同
上
書
、
一
〇
一
頁
。

(
6
)同
上
書
·
1
0
一
ー
ニ
頁
。

(
7
)
豊
崎
稔
「
日
本
機
械
工
業
の
某
礎
構
造
」
三
二
頁
及
び
加
地
・
前
掲
論
文
参
照
。
「
わ
が
近
代
的
産
業
発
展
に
お
け
る
消
費
財
生
産
部
門
を

リ
ー
ド
し
た
の
は
紡
績
業
で
あ
っ
た
が
、
生
産
財
生
産
部
門
に
お
い
て
、
そ
の
発
展
を
先
導
し
た
も
の
は
実
に
造
船
業
で
あ
っ
た
」

9

(
8
)
明
治
工
業
史
・
機
械
篇
、
八
三
頁
。

(
9
)
東
京
石
川
島
造
船
所
五
十
年
史
、
一
九
頁
・
九
七
頁
。

(10)
川
崎
造
競
所
四
十
年
史
、
一

0
頁
。
小
山
・
前
褐
書
九
九
゜

(
1
1
)

造
船
業
の
機
械
生
産
部
門
に
対
す
る
か
か
る
関
係
は
、
産
業
資
本
確
立
期
に
機
構
的
に
定
着
せ
し
め
ら
れ
、
そ
れ
と
共
に
、
日
本
機
械
工
業

の
推
転
の
阻
止
的
要
因
も
形
成
さ
れ
る
に
い
た
る
が
、
こ
の
点
は
続
稿
に
解
明
さ
れ
る
。 か

く
て
こ
の
期
の
斯
業
は
一
般
機
械
製
造
部
門
に

五
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推
進
機
構
。
艦
船
の
建
造
実
績
に
つ
い
て
は
、
な
お
低
水
準
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
と
は
い
え
、
斯
業
の
一
般
機
械
工
業
体
系

に
し
め
る
圧
倒
的
地
位
は
前
述
の
如
く
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
る
。
綜
合
工
事
で
あ
る
艦
船
建
造
が
、
金
属
・
機
械
工
業
の
比
倒
的
な
発

達
を
伴
う
こ
と
な
し
に
、
こ
の
程
度
に
も
せ
よ
達
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
斯
業
の
正
常
な
発
達
系
路
か
ら
の
顛
倒
的
形
態
を
表
明

(

1

)

 

す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
れ
を
可
能
に
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
点
が
た
ち
い
た
つ
て
究
明
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
軍
用
艦
艇
に
つ
い
て
は
、

こ
の
点
次
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
海
防
ノ
備
一
日
モ
緩
ク
ス
ヘ
カ
ラ
ス
…
…

朕
之
力
為
二
診
念
シ
弦
二
宮
禁
ノ
儲
余
三

0
万
円
ヲ
出
シ
卿
其
費
ヲ
助
ク
…
…
」
と
い
う
勅
語
に
明
白
で
あ
る
如
き
軍
事
装
備
の
必
要

(

2

)

（

3
)
 

に
も
と
ず
く
海
軍
費
の
支
出
や
国
民
の
献
金
等
に
よ
り
建
艦
工
業
が
急
速
に
確
立
さ
る
べ
き
政
治
・
社
会
的
条
件
が
あ
っ
た
こ
と
と
関

連
す
る
。
そ
し
て
海
軍
で
は
一
六
年
か
ら
八
カ
年
計
画
で
大
艦
五
、
中
艦
八
、
水
雷
砲
艦
―
二
、
等
計
三
二
隻
・
ニ
、
六
四

0
万
円
の
海

(

4

)

 

軍
拡
張
案
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
れ
て
前
述
の
海
軍
工
廠
の
拡
張
が
行
わ
れ
、
そ
の
生
産
的
基
礎
の
上
に
前
述
の
実
績
が
も
た
ら
さ

C

5

)

 

れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
計
画
に
も
と
ず
く
艦
艇
拡
充
は
輸
入
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
ま
た
呉
工
廠
等
の
生
産
設
備
の

活
動
は
次
の
時
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
．
で
は
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
か
か
る
軍
事
優
先
が
軍
用
艦
艇
建
造
の
推
進
力
と
な
っ
た
こ
と
は

多
言
を
要
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
商
船
建
造
、
と
り
わ
け
鉄
船
よ
り
鋼
船
へ
の
推
転
過
程
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
象
的
に
は

大
阪
商
船
の
註
文
が
推
進
力
を
な
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
大
阪
商
船
が
創
業
以
来
二
七
・
八
年
戦
争
ま
で
に
本
邦
造
船
所
に
お

い
て
建
造
し
た
船
舶
は
次
表
の
如
く
二
七
隻
•
一0
、
六
八
四
総
ト
ン
に
達
し
、

で
直
】

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

五

か
つ
明
治
初
年
よ
り
二
七
・
八
年
戦
争
に
い
た
る
ま

で
の
本
邦
建
造
船
の
主
要
な
も
の
ニ
―
隻
・
八
、
三
一
七
総
ト
ン
中
、
同
社
の
註
文
し
た
も
の
、
及
び
後
同
社
の
所
有
に
帰
し
た
も
の
は

(

6

)

 

一
三
隻
・
五
、
九
八
九
総
ト
ン
に
上
る
。
従
つ
て
当
期
ま
で
に
お
け
る
斯
業
の
市
場
は
、
大
阪
商
船
に
よ
っ
て
し
め
ら
れ
て
い
た
と
い

(

7

)

 

つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
大
阪
商
船
が
以
上
の
如
く
国
内
造
船
所
に
新
船
を
建
造
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

―
つ
に
は
大
阪
以

"''"------ • ----・------―--------一~~------~--------- --------·• 



••2 
確
立
期
に
お
い
て
、

よ
り
拡
大
さ
れ
た
規
模
に
お
い
て
再
現
さ
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
、
造
船
業
は
海
運
及
び
海
軍
と
、

全
面
的
に
結
合
せ
し
め
ら
れ
つ
つ
確
立
期
に
突
入
す
る
の
で
あ
る
。

註

(
1
)森
•
前
褐
書
、
八
六
頁
、
参
照
。

(
2
)
こ
の
勅
語
は
明
治
二
三
年
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
海
軍
狸
ほ
五
七
八
万
六
千
円
で
あ
り
、
同
年
の
総
歳
出
の
過
牛
を
し
め
た
。

(
3
)
明
治
二
三
年
国
民
の
献
金
は
二

0
三
万
余
円
に
上
っ
た
。

(

4

)

近
世
日
本
造
紐
史
、
ニ
―
六
頁
以
下
参
照
。

八

JI[ 大自小
造

計菱 崎 阪 野

造 造 鉄社浜 船
造

船 船 工船
所

所 所 所製所

,,_.,__.,. ,-,..... 隻

云早一-=--=--=-己= = 数

数
⇔ = ---= - 卜
六^四、 ⇔ノ六ヘ、 早ー^ ＾^匹、六ー四、 三七匹、三ゴブ、 主三ー g ズ、 ン'

数

鋼木銅鉄銅木木鉄 材

錨船船船船船船船 質

第

（
以
下
別
号
）

一
般
的
な

斯
業
が
直
接
軍
事
機
構
と
し
て
の
役
割
を
現
実
的
に
演
じ

と
に
よ
っ
て
、

表

こ
の
期
の
斯
業
の
推
転
が
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
た
こ
と
を
知

に
す
ぐ
れ
た
斯
業
の
設
備
と
技
術
水
準
の
上
に
、

換
言
す
れ
ば
、

さ
ら
に
附
加
さ
れ
る
こ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
二
七
・
八
年
及
び
三
七
・
八
年
戦
争
に
お
い
て
、

る
と
と
も
に
、
海
運
政
策
も
特
定
会
社
の
保
護
の
わ
く
を
越
え
、

C

9

)

 

海
運
保
護
政
策
と
し
て
全
面
的
に
う
ち
出
さ
れ
る
歴
史
的
局
面

II産
業
資
本

よ
り
緊
密
に
、

す
る
国
家
保
護
が
、
官
営
時
代
を
通
じ
育
成
・
強
化
さ
れ
き
た
っ
た
相
対
的

か
く
て
海
軍
拡
張
に
端
的
に
表
明
さ
れ
る
軍
事
優
先
と
、
海
運
企
業
に
対

日
本
造
船
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

西
の
国
内
沿
岸
航
路
を
経
営
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
同
社
の
需
要
船
型
の
規
模
が
、

う
る
船
型
の
規
模
と
マ
ッ
チ
し
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
同
社
が
ニ
―
年
以
降
八
年
間
国
庫
よ
り
建
造
補
助

(

8

)

 

金
五
万
円
を
支
給
さ
れ
、
こ
れ
を
償
却
手
当
と
し
て
三
菱
社
よ
り
四

0
万
円
を
借
受
け
、
新
造
船
資
金
に
充
当
し
た
こ
と
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
大
阪
商
船
に
対
す
る
国
家
の
保
護
政
策
こ
そ
が
造
船
業
に
市
場
を
与
え
、
斯
業
の
推
転
の
槙
粁
的
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
わ
が
造
船
業
の
建
造
し

五
四
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(
5
)

造
船
業
発
展
の
た
め
に
は
、
関
連
産
業
、
と
り
わ
け
最
大
の
原
料
某
盤
で
あ
る
鉄
鋼
業
の
興
隆
を
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
当
時

（
八
幡
製
鉄
所
開
業
以
前
）
は
、
鋼
材
乏
し
く
、
こ
れ
を
輪
入
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
関
税
、
運
賃
等
か
ら
鋼
材
割
高
↓
船
価
割

高
と
な
い
、
造
紐
技
術
の
後
進
性
と
相
ま
つ
て
、
一
殻
的
に
は
造
船
業
発
展
の
条
件
を
欠
如
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
さ
え
、

前
述
の
建
艦
実
績
を
あ
げ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
海
軍
工
廠
中
に
お
い
て
の
み
、
製
鋼
設
備
が
建
設
さ
れ
（
前
出
）
、
こ
れ
に
よ
っ
て
製
鋼
技
術

独
立
へ
の
歩
み
が
遅
々
と
し
て
で
は
あ
る
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
、
（
原
材
料
の
部
分
的
自
給
）
と
相
互
関
連
的
に
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

し
て
、
か
か
る
エ
廠
中
の
設
備
建
設
等
は
軍
事
優
先
に
も
と
ず
く
、
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
6
)
大
阪
商
船
五
十
年
史
、
三
六
八
ー
九
頁
。
加
地
・
前
褐
論
文
。

(
7
)
大
阪
商
船
が
日
本
造
船
業
の
推
転
を
剌
戟
．
促
進
せ
し
め
た
の
は
、
主
と
し
て
明
治
二
七
・
八
年
戦
争
ま
で
、
よ
り
正
確
に
は
三

0
年
の
「

宮
島
」
丸
建
造
ま
で
で
あ
り
、
以
後
に
お
い
て
は
、
日
本
郵
姫
が
こ
の
役
割
を
演
じ
る
。
大
阪
商
船
（
消
海
航
路
）
か
ら
日
本
郵
船
（
海
外
航

路
）
へ
の
変
化
は
、
造
船
業
に
お
け
る
小
型
船
建
造
か
ら
大
型
航
洋
船
建
造
へ
の
発
展
と
対
応
し
、
全
機
構
的
に
は
紡
綬
業
の
対
外
志
向
！
日

本
型
産
業
・
貿
易
構
造
の
確
立
と
照
応
し
、
か
つ
こ
の
間
に
造
船
・
航
海
奨
励
法
を
槙
粁
と
す
る
深
厚
な
国
家
保
護
が
介
在
す
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
続
稿
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
8
)
大
阪
商
船
五
十
年
史
、
三
六
七
頁
。
な
お
、
造
船
業
の
発
達
に
は
、
（
イ
）
原
材
料
某
盤
、
（
口
）
市
揚

I
海
運
の
興
隆
が
前
提
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
（
イ
）
に
つ
い
て
は
前
註

(
5
)

の
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
従
っ
て
建
造
実
績
も
、
小
型
船
少
数
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
。
し
か
し

こ
の
蒜
度
に
も
せ
よ
、
実
績
を
あ
げ
え
た
の
は
、
（
口
）
の
点
に
つ
い
て
、
国
家
保
護
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ん
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

(
9
)宮
永
•
前
褐
書
、
一
0

一
頁
。
明
治
海
運
政
策
は
明
治
二
九
年
の
造
船
並
び
に
航
海
奨
励
法
及
び
特
定
航
路
助
成
の
実
施
を
境
と
し
て
時
期

が
区
劃
さ
れ
る
。
「
前
期
は
特
定
対
象
の
直
接
保
護
の
下
に
す
る
近
代
的
商
船
豚
育
成
の
時
期
で
あ
り
、
後
期
は
海
事
法
令
の
一
応
の
敷
備
と

右
の
奨
励
法
及
び
助
成
と
を
発
足
点
と
す
る
一
般
的
保
護
政
策
展
開
の
時
期
で
あ
る
」
。

日
本
造
艇
業
の
史
的
分
析
（
越
後
）

五
五




